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平成２５年２月末現在

平成２４年ポテトスピンドルチューバーウイロイドに

関する調査及び防除の実施について

１．調査の目的

平成２２年２月、山梨県内の花き生産施設で栽培中のダリア苗において、ポテ

トスピンドルチューバーウイロイド（Potato spindle tuber viroid ：PSTVd）

の感染を確認した。

PSTVdはトマトやばれいしょなどのナス科植物に大きな農業被害を与えるおそ

れが高いことから、当該生産施設及びその関連施設（露地植えの場合には生産ほ

場を含む。以下同じ。）において詳細な現地調査を実施することにより、感染範

囲及び感染経路の特定を行い、適切かつ迅速な防除措置を講ずる。

２．調査の概要

（１）調査対象

・平成２３年の調査でPSTVdの感染が確認された施設（８施設）

・これまでにPSTVdの感染が確認された施設のうち、PSTVdの潜伏のおそれ

がある施設（３施設）

・本年の調査でPSTVdの感染が確認された施設からダリア植物を譲渡され

た施設（１０施設）

（２）調査方法

農林水産省植物防疫所及び関係都道県の職員が調査対象植物の葉を採取

し、分子生物学的手法（ＰＣＲ法）で検定

（３）調査期間

平成２４年２月から２５年２月まで

３．調査結果の概要

調査の結果、次のことが判明した。（表「平成２４年PSTVdの調査結果及び防除

結果（概要）」参照）

（１）感染範囲の特定

調査対象植物となった２１施設中の１５施設の調査を実施した結果、５施

設でPSTVdに感染したダリア植物を確認したが、１０施設ではPSTVdに感染し

た植物は見られなかった。

なお、２１施設中の６施設は、①原発事故の制限区域内にある、②調査の

受入れ拒否等の理由により、調査が実施できなかったことから、可能な限り

早期に調査を実施することとして対応中。
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（２）防除指導

調査の結果、PSTVdの感染植物を確認した５施設については、関係都道府

県の協力の下、当該施設及びその関連ほ場の管理者等に対して、次のとおり

防除指導を行っている。（詳細な防除の実施方法については、防除マニュア

ル（ポテトスピンドルチューバーウイロイド（PSTVd）に感染した植物の防

除について）参照）

① 感染植物の移動自粛

感染植物の移動を行わないこと。

② 感染植物の処分

感染植物及び感染のおそれがある植物を抜き取った上で、焼却等の方法

により、適切な処分を行うこと。

５．今後の対応

PSTVdの感染を確認した施設については、PSTVdの根絶に資するため、引き続き

適切な防除の実施を指導するとともに、防除後も再感染がないことを確認するた

め、当面の間、調査を継続して実施する。

（注）このウイロイドの正式な和名は「ジャガイモやせいもウイロイド」に決定さ

れていますが、ここでは正式な学名である「Potato spindle tuber viroid 」

の音訳である「ポテトスピンドルチューバーウイロイド」を用いました。
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平成２４年ＰＳＴＶｄの調査結果及び防除結果（概要）

（単位：施設数）

調査対象地域
調査を実施
した施設

調　  査　  結　  果

感染植物を確認した施設及びその処分状況 感染植物が
なかった施設

1 1 0

2 0

千葉県 2

長野県 3 0

（注１）平成２４年２月から平成２５年２月までの調査結果及び防除結果を取りまとめた。
（注２）施設には、生産施設や生産ほ場などを含む。

（植物防疫所調べ）

計 15 5 10
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